
12広報すおう大島 令和元年 ( 2019 年 )12 月号

お知らせ 12 月

大
島
総
合
支
所 

宿
直
職
員
募
集

■
募
集
人
員　

１
名

■
勤
務
内
容

　

電
話
等
の
応
対
や
斎
場
使
用
予

約
の
受
付

■
勤
務
場
所

　

大
島
庁
舎
（
周
防
大
島
町
小
松

１
２
６
‐
２
）

■
採
用
期
間　

　

令
和
２
年
１
月
16
日
～
３
月
31
日

■
勤
務
日
等　

 

・
１
カ
月
あ
た
り
５
日
程
度

 

・
午
後
５
時
15
分
か
ら
翌
日
の
午

　

前
８
時
30
分
ま
で

（
出
勤
曜
日
に
つ
い
て
は
相
談
に

応
じ
ま
す
）

■
報
酬
等

　

１
回
に
つ
き
６
４
８
０
円

■
申
し
込
み
方
法

　

令
和
２
年
１
月
６
日
㈪
必
着
で

履
歴
書
を
郵
送
ま
た
は
直
接
お
届

け
く
だ
さ
い
。

■
面
接
日
等

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
４
２
‐
２
１
９
２

　

周
防
大
島
町
小
松
１
２
６
‐
２

　

大
島
総
合
支
所 

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
２

周
防
大
島
町
地
域
お
こ
し
協

力
隊
員
を
募
集
し
ま
す

　

周
防
大
島
を
は
じ
め
と
し
た
瀬
戸

内
海
沿
岸
部
を
世
界
の
観
光
地
に
変

え
、
地
方
創
生
と
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
市

場
の
活
性
化
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

■
業
務

 

・
周
辺
に
あ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
先

　

進
地
域
と
の
連
携

 
・
訪
日
外
国
人
客
が
好
む
コ
ン
テ

　

ン
ツ
の
企
画
・
開
発 

 

・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
の

　

企
画
・
運
営

 

・
姉
妹
島
で
あ
る
ハ
ワ
イ
州
カ
ウ

　

ア
イ
島
と
の
関
係
を
深
化

 

・
サ
イ
ク
リ
ン
グ
関
連
事
業
の
推

　

進
業
務

 

・
そ
の
他
観
光
全
般

■
募
集
人
数
等

　

社
会
経
験
の
あ
る
概
ね
25
歳
以

上
の
方　

1
名

■
勤
務
時
間

　

1
日
7
時
間
45
分
、
１
週
38
時

間
45
分
を
基
準
と
し
ま
す
。

■
応
募
要
件

 

・
３
大
都
市
圏
を
は
じ
め
と
す
る

　

都
市
地
域
等
（
過
疎
、
山
村
、

○
離
島
、
半
島
等
の
地
域
に
該
当

　

し
な
い
市
町
村
）
に
在
住
し
、

○
委
嘱
後
に
周
防
大
島
町
に
住
民

　

票
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
方

※
応
募
の
対
象
と
な
る
地
域
要
件

　

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

 

・
普
通
自
動
車
免
許
を
取
得
し
て

　

い
る
方

 

・
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
可
能
な
方

■
報
酬
等

　

月
額
17
万
１
３
０
０
円

■
申
込
期
限

　

令
和
２
年
１
月
31
日
㈮
ま
で

■
応
募
方
法

　

提
出
書
類
に
よ
り
書
類
審
査
を

行
い
ま
す
。

 

・
応
募
用
紙

 

・
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

 

・
レ
ポ
ー
ト
「
私
が
周
防
大
島
町

　

で
取
り
組
み
た
い
こ
と
」

　
（
１
０
０
０
字
程
度
）

 
・
住
民
票
抄
本

※
応
募
用
紙
等
は
政
策
企
画
課
で

　

お
渡
し
し
ま
す
。
ま
た
、町
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま

　

す
。
提
出
書
類
は
郵
送
、
ま
た

　

は
直
接
お
届
け
く
だ
さ
い
。
返

　

却
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

■
応
募
先
・
お
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
４
２
‐
２
１
９
２

　

周
防
大
島
町
小
松
１
２
６
‐
２

　

政
策
企
画
課 

定
住
対
策
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
７

　

seisakukikaku@
tow
n.suo-

　

oshim
a.lg.jp

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

の
申
告
に
つ
い
て

■
申
告
の
必
要
な
方

　

商
店
・
農
業
・
漁
業
・
サ
ー
ビ

ス
業
な
ど
の
事
業
を
営
ん
で
お
ら

れ
る
会
社
や
個
人
の
方

※
事
業
を
廃
止
・
休
業
さ
れ
た
場

　

合
も
申
告
は
必
要
で
す
。

■
償
却
資
産
と
は

　

事
業
用
の
機
械
・
器
具
・
備
品
等

■
申
告
書
に
つ
い
て

　

以
前
か
ら
申
告
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
12
月
下
旬
に
申
告
書
を
送

付
い
た
し
ま
す
。
今
回
が
初
め
て

と
な
る
方
は
、
申
告
書
を
送
付
い

た
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
課
税
標
準
の
特
例
（
船
舶
な
ど
）

　

や
課
税
免
除
の
適
用
（
旅
館
・

　

製
造
業
な
ど
）
を
受
け
る
場
合

　

に
は
別
途
書
類
が
必
要
と
な
り

　

ま
す
。
ご
不
明
な
点
や
詳
し
い
内

　

容
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
注
意
点

 

・
確
定
申
告
の
減
価
償
却
と
は
別

　

の
申
告
と
な
り
ま
す
。

 
・
国
税
申
告
書
（
確
定
申
告
）
等

　

の
調
査
に
よ
り
修
正
申
告
を
し

　

て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

　

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

募
　
　
集

ﾒｰﾙ

お
知
ら
せ

■
申
告
期
限

　

令
和
２
年
１
月
31
日
㈮

■
提
出
先　

　

税
務
課 

課
税
第
2
班
ま
た
は
各

総
合
支
所
・
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課 

課
税
第
2
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

が
送
付
さ
れ
ま
す

　

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な
ど
の

「
老
齢
年
金
」
は
、
所
得
税
法
上
の

雑
所
得
と
し
て
課
税
対
象
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
老
齢

基
礎
年
金
」
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
年
間
の
年
金
支
払
総
額

な
ど
を
記
載
し
た
「
源
泉
徴
収
票
」

が
令
和
２
年
1
月
下
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
ま
た
は

住
民
税
の
申
告
の
際
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
再
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
に
つ
い
て
は
課
税
の
対
象
外

（
非
課
税
）と
な
っ
て
い
る
た
め
、「
源

泉
徴
収
票
」
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

岩
国
年
金
事
務
所　

☎
０
８
２
７
（
２
４
）
２
２
２
２


